
広島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則 

平成２６年１１月６日 

規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、広島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関す

る条例（平成２６年広島県後期高齢者医療広域連合条例第３号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （条例第３条第５号の規則で定める事情） 

第２条 条例第３条第５号の規則で定める事情は、育児休業の承認が、条例第６

条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認

に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこととする。 

 (1) 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求

に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した

場合を除く。） 

 (2) 養子縁組が成立しないまま児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合  

（育児休業の承認の請求手続） 

第３条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始め

ようとする日の１月（当該請求に係る子の出生の日から条例第４条に規定する

期間内に育児休業をしようとする場合にあっては、２週間）前までに行うもの

とする。 

２ 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があ

ると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めるこ

とができる。 

（育児休業の期間の延長の請求手続） 

第４条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。 

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出） 

第５条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、書面によ

り、その旨を任命権者に届け出なければならない。 

(1)  育児休業に係る子が死亡した場合 

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合 

２ 前項の規定による届出は、養育状況変更届により行うものとする。 

３ 第３条第２項の規定は、第１項の規定による届出について準用する。 



（育児休業をしている職員の職務復帰） 

第６条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分

を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り

消されたとき（条例第６条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消

された場合を除く。）は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものと

する。 

（条例第１０条第７号の規則で定める事情） 

第６条の２ 条例第１０条第７号の規則で定める事情は、育児短時間勤務の承認

が、条例第１２条第 1号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、

同号に規定する承認に係る子が第２条各号に掲げる場合に該当することとなっ

たこととする。 

（育児短時間勤務の承認の請求手続） 

第７条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育

児短時間勤務を始めようとする日の１月前までに行うものとする。 

２ 第３条第２項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。 

（育児短時間勤務の期間の延長の請求手続） 

第８条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。 

（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出） 

第９条 第５条の規定は、育児短時間勤務について準用する。 

（部分休業の承認の請求、第２項申出及び第３項変更の手続） 

第１０条 部分休業の承認の請求、育児休業法第１９条第２項の規定による申出

（以下「第２項申出」という。）及び同条第３項の規定による変更（以下「第

３項変更」という。）は、部分休業簿により行うものとする。 

２ 第３条第２項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。 

３ 任命権者は、第２項申出時に予測することができなかった事実が生じたこと

により第３項変更をしなければ条例第１６条の５に規定する子の養育に著しい

支障が生じることとなると認められるか否かを判断するため必要があると認め

るときは、第３項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めるこ

とができる。 

 （部分休業に係る子が死亡した場合等の届出） 

第１１条 第５条の規定は、部分休業について準用する。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等の取扱いに関し必要

な事項は、別に定める。 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成２９年１０月２０日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則（令和４年１１月４日規則第８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則（令和７年１０月１日規則第５号） 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

 


